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誤（Ｈ２３．４） 正 
現行 
ページ

備   考 

第１節 総則 

 １－１－27 工事中の安全確保 

25）受注者は、足場工の施工に当たり、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省 

平成21 年４月）」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時および使用時には、①手

すり先行専用型足場の設置、または、②わく組足場以外の足場（わく組足場の妻面を含む）にあ

っては、全ての作業床において二段手すり（高さ85cm 以上の手すりおよび高さ35cm 以上50cm 

 以下のさん）および幅木（高さ10cm 以上の幅木）の機能を有するもの、または、③わく組足 

場（妻面を除く）にあっては、ｲ.交さ筋かいに高さ15cm 以上40cm 以下のさんおよび高さ10cm 

 以上の幅木および上さん、若しくは、ﾛ.交さ筋かいに高さ15cm 以上の幅木および上さんの機 

能を有するものとする。 

 

第１節 総則 

 １－１－27 工事中の安全確保 

25）受注者は、足場工の施工にあたり、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省 平 

成21年４月）」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時および使用時には、常時、全 

ての作業床において二段手すりおよび幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 
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